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地球温暖化対策の着実な推進に向けて 

  

2 0 0 4 年 ７ 月 1 2 日 

(社)日本経済団体連合会 

 
温室効果ガスの排出量が 2002 年度には基準年より 7.6％上回るなど、京都議

定書で日本政府が約束した、2008 年～2012 年の温室効果ガスの 1990 年比 6％削

減という目標達成は厳しい状況にある。そこで、二酸化炭素排出量が増大して

いる民生・運輸部門を中心に、温暖化対策の一層の強化が必要となっている。 

わが国産業界は、これまで環境自主行動計画の推進など積極的な取組みを進

め、産業部門の対策において着実な成果をあげてきた。今後は、自主行動計画

の信頼性、透明性の一層の強化に加え、民生・運輸などの部門においても更な

る貢献を行っていく。 
しかし、地球温暖化問題の解決には、幅広い主体の参加が不可欠である。現

在、地球温暖化対策推進大綱（以下、大綱）の見直しに向けた議論が、政府や

関係審議会で進められているが、国民・企業・政府の真に一体となった取組み

が実現するよう、産業界として下記の提言を行う。 

 

記 

 
１． 京都議定書の目標達成に向けた基本的な考え 

（1）経済と環境の両立を前提とした対策の必要性 

温暖化対策にあたっては、大綱が強調している経済と環境の両立を施策の基

本に据え、地道な省エネ努力、新たな技術の革新・普及を通じた経済活動あた

りのエネルギー使用の原単位、二酸化炭素など温室効果ガスの排出原単位の改

善を、国内対策の中心とすべきである。 

企業や国民の経済活動を過度に制約するような施策、日本経済をリードする

新産業・新事業の芽を摘むような施策はとるべきではない。 

わが国は大綱に盛り込まれた国内対策の実現に最大限努力すべきであり、産

業界も積極的な貢献を行う。 

しかし、経済活動量の変動などの理由で目標が達成されないと見通される場

合は、非経済的で規制色の強い追加国内対策ではなく、クリーン開発メカニズ

ム(ＣＤＭ)および共同実施（ＪＩ）を中心に、京都メカニズムを柔軟に活用し

ていくことが重要である。 

（2）環境税や経済統制的な施策には反対 

懸命な省エネ努力が実を結び、わが国企業は、既に世界最高水準のエネルギ

ー効率を達成している。こうした状況にもかかわらず、環境税や温室効果ガス

の排出枠を企業に割り当てる国内排出量取引制度を導入すれば、産業の国際競
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争力を喪失させ、同様の制度を有しない国での生産が増加し、結果として地球

規模での温室効果ガスの排出増加につながる恐れがあることを認識すべきであ

る。 

特に環境税は、対策としての効果が全く不明確であるばかりか、既に様々な

エネルギー税を負担している製造業への新規課税として、産業活動の足枷とな

る。一部で論じられている「森林環境・水源税」は、本来一般財源で賄うべき

多面的機能をもつ森林保全の財源を、工業用水や化石燃料への上流課税によっ

て確保しようとするものであり反対である。 

また、政府による排出枠の割り当ては、市場メカニズムのなかで企業が自ら

の判断で決定すべきエネルギーの適正な使用量を、政府が事前に定めるという

極めて規制色、経済統制色の強い政策であり、市場メカニズムによって進めら

れるべきわが国の産業構造の転換、高度化を歪める。 

 

２． 産業界の温暖化対策への取組みの強化 

(1) 自主行動計画の目標の確実な達成 

日本経団連は、「産業・エネルギー転換部門からの二酸化炭素排出量を 1990

年度レベル以下に抑制する」という自主行動計画を、産業界の社会に対するコ

ミットメントとして、その確実な達成に努めている。 

大綱において自主行動計画は、「各主体の自主的かつ幅広い参画による自らの

創意工夫を通じた最適な方法の選択が可能､状況の変化への柔軟かつ迅速な対

応が可能等の観点から、環境と経済の両立を目指す本大綱の中核の一つをなす

ものである」と位置付けられている。 

自主行動計画を着実に進めるべく、日本経団連では、毎年度のフォローアッ

プを通じ、排出量および排出削減に向けた取組みの進捗状況を公表している。

また、環境自主行動計画第三者評価委員会および政府の産業構造審議会・総合

資源エネルギー調査会の合同小委員会での検証において、透明性、達成可能性

について一定の評価を受けている。 

2004 年度フォローアップにおいては、透明性・信頼性の一層の向上、製品の

ライフサイクル的観点からの取組みの評価、エネルギー効率レベルの国際比較

など、更なる改善を図る予定である。 

併せて、自主行動計画の補完として、海外における植林活動や、わが国企業

が持つ高い技術力を活用した温室効果ガス排出削減プロジェクトへの参加を進

める。また、複数事業者間の連携による省エネ活動をさらに推進する。 

なお日本経団連では、環境自主行動計画の民生・運輸部門への更なる拡大に

取組む。 

(2)民生・運輸部門等の取組みへの貢献 

省エネ機器の開発や自動車燃費の向上などを通じ、企業は民生・運輸部門の

温室効果ガスの抑制にも大きく貢献してきたが、世帯数・業務床面積・輸送量
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の伸びなどにより、民生・運輸部門の二酸化炭素排出量が増加している現状を

ふまえ、産業界として、以下のような一層の貢献を進める。 

①省エネ製品の開発・普及 

当面の重要課題として､トップランナー基準を満たした､高効率の省エネ機

器の普及拡大を進める。 

また、高効率給湯器・空調機器などの省エネ機器、クリーンエネルギー車、

サルファーフリー燃料およびこれを活用する車両、さらには住宅用太陽光発

電材料・高性能住宅用断熱材・複層ガラス付き樹脂サッシといった新エネ・

省エネ関連住宅用材料などの開発・普及に努める。 

②省エネルギーに関する情報、サービスの提供 

  省エネ機器等の性能情報を含め消費者への適切な情報の提供を進めると同

時に、ＩＴ技術の活用により家庭やビルのエネルギー管理をサポートする技

術・情報の開発・普及を進める。 

③物流における温暖化対策の推進 

「グリーン物流パートナーシップ計画」に協力し、荷主企業と物流事業者

が参画する効率化事業を促進する。また、トラック集積基地などへの給電イ

ンフラ設置などの環境整備に協力する。 

④森林整備活動の推進 

  社有林の整備を引き続き進めるとともに､各地での植林および森林整備活

動に協力する。また、木質バイオマス燃料や名刺への間伐材の利用促進によ

り、森林経営に協力する。 

⑤家庭・オフィスにおける温暖化対策の推進 

従業員の家庭における環境家計簿の作成や通勤時等における公共交通機関

の利用促進を進めるとともに、自社事務所ビルのエネルギー管理を強化する。 

(3)積極的な情報公開 

 温暖化対策の「計画、実行、結果の評価、より有効な対策の実行」のＰＤＣ

Ａサイクルを実行するうえで、温室効果ガス排出量などの情報を各企業が把握

することが重要であり、環境自主行動計画はそのための重要な手段を提供する

ものと考えられる。 

加えて、日本経団連は、本年 1 月の「環境立国のための３つの取組み」のな

かで、「会員企業の環境報告書等の3年倍増」を目指す旨の決意を表明しており、

この実現に向けたフォローアップを行う。ただし、エネルギー多消費産業にと

って、事業所毎のエネルギー使用量などの情報は、コスト情報そのものである

ことから競争上の企業秘密に該当する場合もあり、情報発信は企業・業界が自

主的に行うものとすべきである。 

なお、現在十分にデータが把握されていない民生・業務および運輸部門につい

ては、政府内で関係府省が協力し、関係者の理解を得ながら必要なデータを収

集する手段を検討し､情報の適切な把握に努める必要がある。 
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３． 政府に対する期待 

(1)行政による率先垂範 

政府および全ての関係機関においても、産業界と同様、温暖化対策のための

自主行動計画を作成するとともに具体的な行動をとることを強く期待する。 

政府、地方自治体、学校等の公共機関がＥＳＣＯ（エネルギー・サービス・

カンパニー）の活用や省エネ機器の導入など、温暖化対策に積極的に取組むこ

とは、市場の創設に役立つのみならず、モデル事業の実施やモニタリング結果

の情報提供により、国民の意識を高めることにもつながる。 

また、グリーン調達についても、政府・地方自治体等の取組みの強化が望ま

れる。 

(2)国民に対する情報提供 

わが国の国民は高い省エネ・環境意識を持っており、多様な手法による適切

な情報提供を通じ国民の内発的な意識に強く働きかけることにより、国民一人

ひとりの自主的な行動に結び付くことが期待される。 

現在も政府の広報やイベントなどを通じた働きかけが行なわれているが、大

綱に掲げられている省資源・省エネ対策が国民にはほとんど知られていないな

ど、具体的な成果をあげているとは言いがたい。 

効果的な情報提供のあり方を、政府として早急に検討し、現在の大綱に盛り

込まれている「国民努力」分（最大 1.8％の排出削減）を、政府の責任において

確実に達成すべきである。 

また、サマータイム制度の導入は、直接の省エネ効果のみならず、省エネに

向けた国民意識の醸成の大きな契機となることも期待される。政府は､国民の理

解を得ながら、具体的な検討を進める必要がある。 

(3)原子力の有効活用 

原子力は、安定供給性に優れたわが国の基幹的準国産エネルギーであると同

時に、発電時には二酸化炭素を排出しない温暖化対策の切り札であり、バック

エンド対策を含めわが国として着実な推進が不可欠である。 

京都議定書の目標達成に向けて、既存の原子力発電所の設備利用率を諸外国

と比較しても遜色ない程度にまで向上させることが急務であり、安全確保を大

前提としながら、定期検査体系や規制の見直しについて、官民が一体となり取

組む必要がある。 

併せて、政府は、原子力発電所の新増設にあたって、立地地域の理解を得る

ための努力を従来にも増して行う必要がある｡ 

(4)京都メカニズムの活用に向けた環境整備 

京都メカニズムの活用は、わが国が京都議定書の目標を達成するために必要

不可欠である。特に、ＣＤＭやＪＩなどの事業は、地球規模での温暖化対策に

貢献するものであり、積極的な活用に向けた環境整備を早急に行う必要がある。 

とりわけ、国民各層の最大限の努力にもかかわらず、京都議定書の削減約束
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に不足する分については､政府の責任において京都メカニズムを活用し､約束達

成のために必要な措置を講じるべきである。また、政府が開発援助の一環とし

て発展途上国におけるＣＤＭプロジェクトを推進することも極めて重要である。 

同時に、民間企業においても、自主行動計画の補完や国際貢献の観点から、

ＣＤＭやＪＩに積極的に取組むつもりである。 

政府には、民間企業の自主的な取組みを奨励するとともに、①温室効果ガス

削減効果がある省エネや熱効率改善などのプロジェクトが、幅広くＣＤＭプロ

ジェクトとして認められるためのＣＤＭ理事会などへの働きかけの強化、②Ｃ

ＤＭおよびＪＩクレジットの企業会計・税務上の取扱の明確化など、企業が安

心して京都メカニズムを活用するためのインフラ整備が求められる。 

(5)産業界の取組みに対する支援 

産業界は､エネルギー効率の高い製品・サービスの開発・普及､本社ビル等の

業務部門における省エネ、物流の効率化、温室効果ガス排出削減につながる素

材､燃料などの供給を通じ､国全体の排出削減に大きく寄与している。 

こうした貢献を政府が積極的に評価し､必要に応じて資金面での協力、税制上

の措置、モデル事業への協力などの支援を行うことを期待する。 

また、ＣＤＭやＪＩについても、政府による情報提供や資金協力を含めた支

援が望まれる。 

 

４． おわりに 

温暖化問題は、長期的視野に立って取組むべき問題である。解決の鍵を握る

のは、技術革新による環境に適応したエネルギー資源の創出であり、政府がそ

の実現にむけたロードマップを描くよう求めたい。そのなかで、核燃料サイク

ルの確立、カーボンフリーを目指した水素社会に向けた取組み、二酸化炭素の

分離・固定化､さらに核融合などへの国家として長期的な取組みの方向性を示し、

積極的な研究開発資金の配分、計画的な人材育成を行うべきである。 

同時に、温暖化問題は一国のみの努力では解決できない地球規模の問題でも

ある。アジアを中心に積極的な環境外交を展開し、日本が誇る優れた環境技術、

省エネ･新エネ技術の移転を進めるなど、国際的な視点での取組みが不可欠であ

る。 

また、京都議定書の第一約束期間以降の国際的な排出削減の枠組みに向けた

議論においては、結果的に限られた国しか温室効果ガスの削減義務を負わない

という現在の京都議定書の反省を踏まえ、真に地球規模での温暖化対策につな

がるような合意が求められる。その際、わが国の優れた技術の移転を通じ地球

全体の温室効果ガス削減へ貢献するといった視点が何よりも重要である。 

そのためにも、今後の大綱の見直しにあたっては、技術革新の主体である企

業の活力を殺ぐことのないよう、民間の自主努力や創意工夫を柱に据えた、真

に実効のある対策、制度の整備を強く要望する。 

以 上 
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